
 

    

 

 令 和 ３年 ３月 ９日 

国土交通省航空局 

運 輸 安 全 委 員 会 

  

航空法等の一部を改正する法律案を閣議決定 

～航空ネットワークの確保と航空保安対策、ドローンの更なる利活用を推進！～ 

 

 

本法律案は大きく３つの改正内容からなり、それぞれの背景及び概要は次のとおりです。 
 

① 航空ネットワーク確保のための航空運送事業基盤強化方針の策定等 

【背景】 

 コロナ禍により航空会社や空港会社は甚大な影響が長期化しており、安全で安定的な航空

ネットワークを維持・確保していくためには、国と航空会社等が連携をとって航空運送事

業の基盤強化を図っていくことが必要。 

【改正概要】 

 世界的規模の感染症の流行等により航空運送事業に甚大な影響が発生し、航空ネットワー

クの確保に支障を来すおそれがあると認められる場合、国土交通大臣は、利用者利便の確

保等の観点から、「航空運送事業基盤強化方針」を策定し、航空会社等への支援を実施。 

 航空会社は、同方針に沿って、「航空運送事業基盤強化計画」を策定し、実施状況を定期

的に国へ報告。 

 特に、令和３年度に行う予定の大規模な空港使用料の減免についても、同方針に盛り込み、

航空会社から設備投資の実施状況を国へ報告。 
 
② 保安検査の受検義務付けなど航空保安対策の確実な実施 

【背景】 

 航空機への搭乗前に行われている保安検査や預入手荷物検査について、現在、法的な位置

付けが明確でない。 

 検査の確実な実施等のため関係者の連携強化や国のリーダーシップの強化が急務。 

 コロナ禍からの航空需要の回復や将来の増大、国際的なイベントの実施等を見据え、保安

検査の現場における量的質的向上が急務。 

【改正概要】 

 航空保安対策を強化するため、旅客等に対し保安検査や預入手荷物検査の受検を法律上義

務付けるとともに、保安職員が職務遂行のための指示を出す権限を明確化。 

 ハイジャックやテロ等を防止するため、国土交通大臣が「危害行為防止基本方針」を策定

し、航空会社、空港会社等の関係者の役割の明確化や連携強化を図り、国が航空保安対策

全体をマネジメント。 
 
③ 無人航空機のレベル４飛行の実現等 

本日、①コロナ禍のような航空運送事業に甚大な影響を及ぼす事態下における航空ネットワー

クの確保、②保安検査の受検義務付けなど航空保安対策の確実な実施、③ドローンなどの無人

航空機の「有人地帯上空での補助者なし目視外飛行」（レベル４飛行）を実現するための制度整

備等を主な内容とする「航空法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。 

 



【背景】 

 ドローンなどの無人航空機に関し、2022年度を目途に、「有人地帯上空での補助者なし目

視外飛行」、いわゆる「レベル４飛行」を実現することが政府目標となっており、都市部

上空での荷物輸送など無人航空機の更なる利活用が期待されている。 

【改正概要】 

 無人航空機の飛行の安全を厳格に担保するため、国土交通大臣が機体の安全性を認証する

制度（機体認証制度）及び操縦者の技能を証明する制度（技能証明制度）を創設。 

 技能証明を有する者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、国の許可・承認を

受けた上でレベル４飛行を可能とするとともに、これまで国の許可・承認を必要としてい

た飛行について手続きを合理化。 

 無人航空機を飛行させる者に対し、事故（人の死傷、物件の損壊、航空機との衝突・接触

等）発生時の国への報告を義務付けるとともに、運輸安全委員会が調査対象とする航空事

故に無人航空機に係る事故のうち重大なものを追加。 

 

 

 

 
 

 

【お問い合わせ先】  

①について  航空局航空ネットワーク部航空事業課 川端、林 

TEL 代表 03-5253-8111（内線 48502、48512） 直通 03-5253-8706 

②について  航空局安全部安全企画課航空保安対策室 湊、菅 

TEL 代表 03-5253-8111（内線 48162, 48172） 直通 03-5253-8727 

③について  航空局安全部安全企画課 金子、山村、清水 

TEL 代表 03-5253-8111（内線 48298, 48273, 48131） 直通 03-5253-8696 

③のうち、運輸安全委員会に関するものについて  運輸安全委員会総務課 松澤、大西 

TEL 代表 03-5367-5025（内線 143, 145）   


